
小川村飲食店等支援金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店等事業者

を支援するため、予算の範囲内において小川村飲食店等支援金（以下、「支援金」

という。）を交付するものとし、その交付に関し、小川村補助金等交付規則（昭和

52年小川村規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 この支援金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、次の

各号のすべてに該当するものとする。 

（１）村内に事業所を有し「飲食店」、「喫茶店」又は「酒類販売店」を営業してい

る事業主、又は村民で主に村内で「飲食店」、「喫茶店」又は「酒類販売店」を

営業している個人事業主で、今後も事業を継続する意思がある者 

（２）「飲食店営業許可」、「喫茶店営業許可」又は「酒類小売業免許」を所持してい

る者 

（３）令和元年、令和２年の法人税の確定申告書、所得税の確定申告書、又は住民

税申告書を提出している者 

（４）村税及び使用料等に滞納がない者 

（交付要件） 

第３条 支援金の交付要件は、申請者の令和３年８月又は９月の売上が、前年又は

前々年同月比で１０万円以上減少している場合とする。 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、減少額の１０分の７とする。ただし、限度額を１００万円と

する。 

（交付の申請） 

第５条 申請者は、小川村支援金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添付し、

村長に申請するものとする。 

２ 申請の受付は、令和３年 10月１日から令和３年 11月３０日までとする。 

（交付決定及び通知） 

第６条 村長は、前条の規定により申請者から支援金の交付申請があったときは、速

やかに支援金の交付の可否を決定し、交付すると決定したときは、小川村飲食店

等支援金交付決定書（様式第２号）を、交付しないと決定したときは、小川村飲

食店等支援金不交付決定通知書（様式第３号）によりそれぞれ通知するものとす

る。 

（支援金の請求） 

第７条 前条の規定による決定通知を受けた申請者は、支援金の交付を請求しようと

する場合は、小川村飲食店等支援金交付請求書（様式第４号）を村長に提出する

ものとする。 

（支援金の交付） 



第８条 村長は、前条の規定により申請者から支援金の交付請求があったときは、速

やかに支援金を交付するものとする。 

（支援金の取り消し又は減額） 

第９条 村長は、申請者がこの要綱に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又

は減額することができる。 

２ 村長は、前項の規定により支援金を減額した場合、既に支援金が交付されている

ときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。 

（補則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、令和４年３月 31日限りその効力を失う。  



様式第１号（第５条関係） 

 

小川村飲食店等支援金交付申請書 

 

  年   月   日  

小川村長 様  

               申請者 住  所                      

事業所名 

氏名（代表者名）               ㊞  

 

  

小川村飲食店等支援金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

  

 比較月 
令和 年売上額 

（収入額）① 

令和３年売上額 

（収入額）② 
差額（①－②）③ 

    月        円       円         円 

 

③≧１０万円の場合  

③×０．７＝支援金額           円（限度額１００万円） 

※支援金額のうち、1,000円に満たない額は切捨てる。 

 

添付書類  

１ 「飲食店営業許可」、「喫茶店営業許可」又は「酒類小売業免許」の写し 

２ 令和元年、令和 2年分法人税の確定申告書、又は所得税の確定申告書又は住民

税申告書の写し  

３ 該当月の売上額が比較できる書類  

 

小川村飲食店等支援金交付申請に伴い、必要がある場合には、村長が私の申請に

係る村税等の納付状況、住民基本台帳の情報を確認することを同意します。  

 

申請者  

住  所                          

事業所名                 

氏 名（代表者名）            ㊞  

  



様式第２号（第６条関係）  

  

小川村飲食店等支援金交付決定通知書 

  

第   号 

年   月   日 

  

 

                 様  

  

小川村長           

 

   

  年  月  日付で申請のあった小川村飲食店等支援金            円を、

次の条件を付して交付する。 

 

 

  記 

 
 
 支援金の交付条件 
 
１ 支援金の交付対象となる事業及び内容は、    年  月  日付申請書の
とおりとする。 

 
２ 当該事業は、小川村飲食店等支援金交付要綱に従わなければならない。 
 
３ この支援金に係る帳簿及び証拠書類は、支援金事業終了の翌年から５ヶ年間整
備保存しなければならない。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



様式第３号（第６条関係）  

  

小川村飲食店等支援金不交付決定通知書 

  

第   号 

年   月   日 

  

 

                 様  

  

小川村長           

 

   

 年  月  日付で申請のあった小川村飲食店等支援金については、下記

の理由により不交付とする。 

 

 

  記 

 
 
１ 不交付決定の理由  
  

  



様式第４号（第７条関係）  

  

小川村飲食店等支援金請求書  

  

 年   月   日 

  

小川村長 様  

                

申請者 住  所                      

事業所名 

氏 名（代表者名）              ㊞  

  

  

 年   月   日付    第    号で交付決定のあった、小川村飲食店等

支援金を、下記のとおり交付してください。 

  

記 

  

金                円 

  

  

振込先  

金融機関名                     ＿ 

 

支 店 名                     ＿ 

 

口 座 種 類                     ＿ 

 

口 座 番 号                     ＿ 

 

口座名義人                     ＿ 


